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Ⅰ 現況及び特徴 

  

佐賀大学医学部は、昭和 51 年 10 月１日に開学した旧佐賀医科大学を前身として、平成 15年 10

月１日に旧佐賀大学と統合し、平成 16年４月１日からの法人化により国立大学法人佐賀大学医学

部（医学科、看護学科）となり、現在に至っている。大学院としては、昭和 59 年４月 12 日に医

学研究科・博士課程を設置し、平成９年４月１日の修士課程看護学専攻の設置に伴い医学系研究

科に改称、さらに、平成 15 年４月１日に修士課程医科学専攻を設置したことにより、医師・看護

師に加えて、地域包括医療を担う様々な領域の専門職者を育成する高度専門教育課程が整備され

ている。平成 31年４月１日から先進健康科学研究科を設置し、医学系研究科（修士課程）は廃止

され、先進健康科学研究科に医科学コース及び総合看護科学コースを設置した。 

医学部では、１県１医科大学という国の方針のもとに建学した経緯から、地域包括医療の中核

としての使命を担い、社会の要請に応えうる良き医療人の育成を第一の目的として、教育・研究・

診療を一体とした活動を推進している。 

教育の特徴として自己学習・自己評価をモットーとし、科学的論理的思考に基づいた問題解決

型学習法を導入し、医療職者に求められる広い視野からの問題解決能力の涵養をめざしている。 

研究面では生活習慣病をはじめ、重要課題として免疫、アレルギー、がんに対する分子レベル

での研究を行い、予防と治療法の確立に取り組んでいる。 

地域包括医療の教育研究並びに地域貢献活動の拠点として地域医療科学教育研究センターを全

国に先駆けて設置している。 

附属病院では「患者・医療人に選ばれる病院を目指して」という病院理念を絶えず念頭に置き、

病院の３つの目標である、地域医療への貢献、良き医療人の育成、高度医療技術の開発研究を果

たすべく努力している。 
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Ⅱ 目的 

 

医学部では、以下の理念、目的、目標を掲げ、また、本学で定める「佐賀大学 学士力」に則り

教育活動を展開している。 

これらの内容は、学校教育法第 83 条に規定された大学一般に求められる目的「大学は、学術の

中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用

的能力を展開させる」並びに、本学のミッションの再定義（医学分野）「地域と共に未来に向けて

発展し続ける」ことを掲げる佐賀大学の理念等に基づき、コミュニケーション能力や臨床技能を

有し、社会の要請に応えうる「良き医療人」を育成し、医学の発展や地域包括医療の向上に寄与

する。及びミッションの再定義（保健系分野）「佐賀大学の理念等に基づき、高い倫理感に基づき

健康についての問題を包括的にとらえ、柔軟に解決する実践力を持った看護職者を育成する。特

に、自己学習支援システム、少人数教育体制、体験に基づいた学習を重視した実践的教育方法の

導入や、附属病院看護部と連携した臨地実習の充実、医学科との教育連携等により、看護教育の

質の向上に寄与する。」に適合している。 

 

【使命】 

医及び看護の実践とその科学的創造形成の過程を通じで医学及び看護学の知識技術並びに医師 

又は看護職者たるにふさわしい態度を習得し、かつ、これらを生涯にわたって創造発展させるこ  

とのできる人材を養成することを目的とし、もって医学及び看護学の水準及び地域医療の向上に

寄与する。 

【基本理念】＜佐賀大学医学部規則 第１条の２＞ 

医学部に課せられた教育・研究・診療の三つの使命を一体として推進することによって、社会

の要請に応えうる良き医療人を育成し、もって医学・看護学の発展及び地域包括医療の向上に寄

与する。 

◆医学科 

【教育目的】＜佐賀大学医学部規則 第１条の３＞ 

医の実践において、強い生命倫理観に基づくとともに広い社会的視野の下に包括的に問題をと

らえ、その解決を科学的・創造的に行うような医師を育成する。 

◆看護学科 

【教育目的】＜佐賀大学医学部規則 第１条の４＞ 

高い倫理観に基づき健康についての問題を包括的にとらえ、柔軟に解決する実践能力を持った

看護職者を育成する。 

【教育目標】 

１．看護職者にふさわしい豊かな感性を備え、人を尊重する態度を身につける。 

２．的確な看護実践ができるように看護の知識と技術を修得する。 

３．看護の多様な問題に対処できるように、自ら考え解決する習慣を身につける。 

４．社会に対する幅広い視野をもち、地域における保健医療福祉の活動に貢献できる基本的能力

を養う。 
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医学系研究科では、以下の理念、目的、目標を掲げ、教育活動を行っている。 

これらの内容は、学校教育法第 99条に規定された大学院一般に求められる目的「大学院は、学

術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担う

ための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与する」に適合している。 

 

【基本理念】＜佐賀大学大学院医学系研究科規則 第１条の２＞ 

研究科は、医学・医療の専門分野において、社会の要請に応えうる研究者及び高度専門職者を

育成し、学術研究を遂行することにより、医学・医療の発展と地域包括医療の向上に寄与する。 

◆博士課程 

【教育目的】 

医学・医療の領域において、自立して独創的研究活動を遂行するために必要な高度な研究能力

と、その基礎となる豊かな学識と優れた技術を有し、教育・研究・医療の各分野で指導的役割を

担う人材を育成する。 

【教育目標】 

１．高い倫理観と豊かな人間性を育み、医学・医療の諸分野での指導的役割を果たす能力を身に

つける。 

２．幅広い専門的知識・技術を身につけ、研究及び医学・医療の諸分野での実践で発揮できる。 

３．自立して研究を行うために必要な実験デザインなどの研究手法や研究遂行能力、あるいは研

究能力を備えた高度専門職者としての技量を身につける。 

４．幅広い視野を持ち、国内外の研究者あるいは専門職者と専門領域を通した交流ができる。 
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Ⅲ 教育の水準の分析（教育活動及び教育成果の状況） 

分析項目Ⅰ 教育活動の状況 

Ａ．地域・附属病院との連携による教育活動 

医学部学生の臨床教育の充実を期するとともに地域医療の向上に資することを目的とし、 

関連教育病院１施設と臨床医学教育実習の協力病院４７施設と協定書を締結している。 

 

関連教育病院に関する協定書の締結施設 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 

 

臨床医学教育実習に関する協定書の締結施設 

独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター 医療法人社団敬愛会佐賀記念病院 

独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院 佐賀市立富士大和温泉病院 

医療法人社団高邦会高木病院 唐津市民病院きたはた 

社会医療法人祐愛会織田病院 医療法人同愛会サンテ溝上病院 

佐賀市立国民健康保険三瀬診療所 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 

医療法人智仁会佐賀リハビリテーション病院 神埼市国民健康保険背振診療所 

公益財団法人健和会大手町病院 医療法人大和正信会ふじおか病院 

独立行政法人国立病院機構佐賀病院 坂本内科医院 

医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 陣内内科・小児科クリニック 

日本赤十字社唐津赤十字病院 医療法人ひらまつ病院 

医療法人弘佑会福田内科医院 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 

山口クリニック 医療法人あおぞら胃腸科 

医療法人力武クリニック 医療法人慈孝会七山診療所 

ながえ内科クリニック 医療法人純伸会矢ヶ部医院 

ひさのう循環器・内科 伊万里有田共立病院 

池田内科・消化器科 町立太良病院 

医療法人中西内科 医療法人尽心会百武整形外科・スポーツクリニック 

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター さかえまち整形外科 

小城市民病院 医療法人けやき会くらたクリニック 

さとう泌尿器科 医療法人天心堂志田病院 

南里泌尿器科医院 医療法人社団如水会今村病院 

社会医療法人財団池友会福岡和白病院 医療法人葡萄の木ぶどうの木クリニック 

社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院 社会医療法人謙仁会山元記念病院 

医療法人ロコメディカル江口病院 
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Ｂ．教育の質の保証・向上 

  下記に示すように、医学部ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）委員会が教育ワーク

ショップ及びＦＤ講演会・講習会からなるＦＤを企画立案している。特に毎年開催される「医

学・看護学ワークショップ」では、ＦＤに関する意見を聴取し、その意見や教育委員会におけ

る教育改善の検討を基に、教職員・学生のニーズを反映したテーマで翌年度以降のＦＤを企画

している。また、教育ワークショップに参加した教員へのアンケートを実施し、ＦＤ参加の効

果や今後の教育改善への結び付きに関して全体の 98.4％が「効果的」という回答を得ており、

教育の質の向上や授業の改善等にＦＤの成果が認められている。 

 

第31回佐賀大学医学部 医学･看護学教育ワークショップ 

令和６年度医学・看護学教育ワークショップ（医学・看護学） 

令和６年12月4日（水）13:00～16:00（対面およびオンラインでの開催） 

テーマ： 

「医学生のアンプロフェショナルな行動にどう対応するか～基本的な理解と対応の具体～」 

（参加教員64人） 

講演：13:05～14:05 

 愛知医科大学医学部地域総合診療医学寄付講座 教授 宮田 靖志 氏 

グループワーク：14:10～15:45 

 

【参加者アンケートより記載代表例】 

・事例について、ディスカッション内で様々な意見をきくことができて興味深かったです。

「アンプロフェッショナル」という言葉の定義はあいまいで、難しいことも多いのだなと 

思いました。 

・大学教員として悩んでいた内容をきちんと言語化して説明いただき、また具体例を通じて 

WSができたことは頭の整理につながりました。色々な方の意見を聞いて、明日からの実習、

学生対応に活かせる内容でした。 

・講義やグループワークを通じて、具体的な学生への対応について考える機会になったと 

 思います。 

・グループディスカッションを通じて、他科の Dr．の考え方を知る事で、自分の考えから 

視野が拡大したと思います。学生だから大目に見るのではなく、学生からアンプロにつ 

いて適切に対応していく必要があると考えました。 

 

【成果】【参加者アンケート：講演会・演習の内容は、今後に向けて役立つか。】 

・極めて効果的 17 (26.6％) 

・かなり効果的 23 (35.9％) 

・効果的 23 (35.9％) 

・効果少ない効果なし 1 (1.6％) 
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Ｃ．リカレント教育の推進 

医学部では、以下のリカレント教育を実施している。 

【助産師のための再就業支援事業】 

本事業は、平成 23 年度に文部科学省の補助事業として開始され、令和５年度からは佐賀県の

委託事業として継続的に実施されている。 

佐賀県における助産師の不足および地域・施設間での偏在の是正を図るとともに、地域医療

の質の向上と持続可能な医療体制の構築を目的とし、潜在助産師の復職支援と現職助産師のス

キル向上を推進する教育プログラムを提供している。 

 

【地域薬剤師のリカレント教育】 

本事業は、令和５年度に佐賀県の委託事業として開始され、地域薬剤師のキャリア形成と専

門性向上を支援する教育プログラムを提供している。 

佐賀県には薬学部が存在せず、薬剤師の専門教育機会の不足や地域定着率の低さが課題とな

っている。これらの課題を解決するため、佐賀大学医学部附属病院が教育拠点となり、地域医

療を担う薬剤師の育成と定着の推進に取り組んでいる。 
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分析項目Ⅱ教育成果の状況 

Ａ．卒業（修了）時の学生からの意見聴取 

  医学科６年生及び看護学科４年生の卒業直前に、授業科目評価に関するアンケートを実施し

ている。 
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Ｂ．卒業（修了）生からの意見聴取 

  医学科及び看護学科を卒業して２年経過した者に対して、アンケートを実施している。
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Ｃ．就職先等からの意見聴取 

  県内医療機関に医学部卒業生の資質・能力等に関するアンケートを実施している。 
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Ⅳ 研究に関する状況と自己評価 

分析項目Ⅰ 研究活動の状況 

１．研究の実施体制・推進体制 

医学部においては、研究を推進する特色ある教育研究センター等を設置している。（資料 1） 

資料 1 研究を推進する教育研究センター等 

名称 特色 設置部門等 

医学部附属地域医療科

学教育研究センター 

高度に発展し分化した専⾨分野の連携を図り、住民

本位の地域医療連携モデルの作成と実現、地域医療

の包括的な発展に貢献する研究・人材育成を目的と

する教育・研究施設として平成 15 年４月に設置し、

令和６年度末現在は右記の４部門からなる。グロー

バルな人材育成も鑑み、国際社会で活躍できる医

師・研究者の育成にも尽力している。 

・医学教育開発部門 

・数理解析部門（教育 IR 室） 

・国際健康科学部門 

・オミックス医療研究部門 

医学部附属先端医学研

究推進支援センター 

医学部及び附属病院における研究推進、教育研究支

援並びに学内外への情報発信を目的に平成 19 年４月

に設置した。 

・研究推進部門 

・研究支援部門 

寄附講座 

企業等との共同の下、専任教員を配置し、各分野に

おける先端的な基礎的・臨床的研究を展開すること

を目的とし、平成 16年 10 月から順次設置した。な

お、20 講座は、それぞれ当初の目的を達成し終了

し、現在は右に示す４講座が稼働している。 

・人工関節学 

・医工循環器学 

・胆膵先進医療学 

・不整脈精密医療学 

共同研究講座れい 

民間機関等から本学に受け入れる研究経費を活用し

て本学と民間機関等が共同して研究を実施すること

により、教育研究の進展及び充実を図ることを目的

とし、令和２年４月１日設置した。 

・創薬科学 

医学部附属再生医学研

究センター 

医学部の再生医学に関する研究を推進し、新しい医

療技術開発を促進することで、医学教育及び医工学

研究の人材育成の場を構築し、国内外の企業、大学

及び医療機関等の連携拠点となることを目指し、地

域の発展並びに医療技術の向上に貢献することを目

的に平成 31 年４月に設置した。 

 

医学部附属看護学教育

研究支援センター 

看護職者の教育・研究・臨床実践・マネジメント能

力を高めるための生涯継続教育を支援し、また、人

事交流や国際交流を支援することにより、看護職者

のキャリア向上を目指すとともに、地域の看護学の

発展ひいては地域医療に貢献することを目的として

平成 26 年４月に設置したもので、右記の３部門から

なる。 

・教育研究実践支援部門 

・人事交流支援部門 

・国際交流支援部門 

医学部附属病院臨床研

究センター 

医学部及び医学部附属病院の研究者が関与する臨床

研究（看護研究等すべての人を対象とする研究を含

む。）、先進医療、企業主導型治験、医師主導型治

験、製造販売後臨床試験及び製造販売後調査に関す

る業務を行い、信頼性と品質管理及び倫理性・科学

性を確保することを目的として、平成 27 年５月に設

置した。 

・データサイエンス部門 

・臨床研究推進部門 

・監査部門 

・治験部門 



  

28 
 

２．発表論文数 

発表論文数は（資料 2）のとおりであり、前年と比較して全体の件数は微減している。(前年比：

著書(欧文・和文) 100％、原著・総説(欧文) 95％、原著・総説(和文) 100.5％)。今後も継続的

に研究支援・評価を計画実行していく。 

 
資料 2 発表論文数（延べ総数） 

  令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

著書(欧文・和文) 109 161 125 172 112 112 

原著・総説(欧文) 495 527 648 575 521 497 

原著・総説(和文) 265 317 285 211 200 201 

計 869 1005 1,058 958 833 809 

                           ※出典 佐賀大学医学部研究業績年報第 39 号 

 

 

３．学会発表数 

 学会発表数は、（資料 3）のとおりであり、前年と比較して全体の件数は微減しているが、国際

学会の発表件数は増加しており、国際的な研究活動の活性化が見られる。 

 
資料 3 学会発表数（延べ総件数） 

  令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

国際学会 200 91 86 112 136 152 

国内学会(全国規模) 1,085 704 868 1,107 1,216 1,171 

国内学会(地方規模) 445 170 315 928 895 869 

計 1,730 965 1,269 2,147 2,247 2,192 

※出典 佐賀大学医学部研究業績年報第 39 号 

 

 

４．特許出願・保有件数 

 特許の出願及び保有件数は、（資料 4）のとおりである。 

 
資料 4 特許出願・保有件数 

（ ）は出願件数 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

国内特許 - - - - - 42（6） 

外国特許 - - - - - 29（5） 

計 - - - - - 71（11） 

   ※出典 社会連携課資料 

※特許出願・保有件数は令和 6 年度より集計 
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５．外部資金の獲得状況 

（１）科学研究費助成事業（科研費） 

科学研究費助成事業の獲得状況は（資料 5）のとおりである。前年と比較して採択件数・金額と

もに減少しているが、令和６年度から医学部独自の採択率向上に向けた支援を開始しており、今

後はその効果が期待できる。 
 

資料 5 科学研究費助成事業（科研費） 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

採択件数 104 102 122 125 134 124 

金額(千円) 206,008 217,728 209,401 231,578 241,994 187,972 

                               ※継続の件数・金額を含む 

※交付額には間接経費を含む 
※出典 佐賀大学ホームページ 

 
（２）厚生労働科学研究費補助金 

厚生労働科学研究費補助金の獲得状況は（資料 6）のとおりである。前年と比較して、採択件

数・金額ともに微増しており、安定した獲得状況を維持している。 
 

資料 6 厚生労働科学研究費補助金 

（ ）は本学が代表の値 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

採択件数 
15 

(1) 

18 

(0) 

19 

(1) 

17 

(0) 

22 

(1) 

23 

(1) 

金額(千円) 
54,588 

(39,988) 

25,350 

(0) 

70,074 

(11,024) 

26,130 

(0) 

22,160 

(9,100) 

24,317 

(7,150) 

※出典 研究推進課資料 

 

（３）共同研究 

共同研究の実施状況は（資料 7）のとおりである。前年と比較して件数・金額ともに大幅に増加

しており、産学官の連携が着実に進展していることがうかがえる。（前年比：件数 188％、金額 295％） 
 

資料 7 共同研究 

（ ）は共同研究先が県内企業 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

件数 
23 

(-) 

22 

(-) 

23 

(-) 

28 

(-) 

24 

(-) 

45 

(2) 

金額(千円) 
51,600 

(-) 

4,243 

(-) 

51,834 

(-) 

70,379 

(-) 

23,839 

(-) 

70,379 

(1,100) 

※出典 佐賀大学ホームページ 

※出典 県内企業にかかる数値は令和 6 年度から集計 
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（４）受託研究 

受託研究の実施状況は（資料 8）のとおりである。前年と比較して件数・金額ともに減少してい

るが、政府の競争的研究費制度に該当する研究資金の獲得件数は増加しており、質の高い研究へ

のシフトが見られる。 

 
資料 8 受託研究 

（ ）は政府の競争的研究費制度に該当（再委託を除く） 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

件数 
1,277 

(6) 

973 

(7) 

1,063 

(7) 

1,003 

(3) 

1,017 

(5) 

957 

(10) 

金額(千円) 
202,445 

(66,583) 

210,762 

(105,850) 

200,432 

(83,578) 

117,892 

(24,547) 

189,558 

(36,429) 

165,307 

(47,678) 

※病理組織検査を含む  

※出典 社会連携課資料、医学部経営管理課資料 

 
（５）研究助成金（公的機関・財団・民間企業等） 

研究助成金の受け入れ状況は（資料 9）のとおり、前年と比較して件数・金額ともに減少してい

る。研究助成金を含めた奨学寄附金の受け入れ状況は（資料 10）のとおりである。 

 
資料 9 研究助成金（公的機関・財団・民間企業等） 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

件数 48 52 58 44 42 33 

金額(千円) 72,357 85,407 39,468 41,900 59,236 38,841 

※出典 医学部経営管理課資料 

 
資料 10 奨学寄附金 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

件数 687 589 562 590 498 460 

金額(千円) 346,123 333,669 449.981 411,609 366,441 316,075 

※研究助成金（公的機関・財団・民間企業等）を含む  

※出典 佐賀大学ホームページ 
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（６）寄附講座 

佐賀県や民間企業からの申込みを受け、平成 16 年度以降に 24 の寄附講座が設置され、（資料

11）のとおり、現在は４講座が教育研究活動を展開している。前年と比較して講座数は変わらず、

寄附講座設置に係る受入金額は減少しているものの、新規講座の設置により内容の充実が図られ

ている。 
 

資料 11 実施中の寄附講座一覧 
単位：千円 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合計 

人工関節学講座 

（H17.1.1～R7.12.31） 
24,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 119,000 

医工循環器学講座 

（R4.4.1～R7.3.31） 
- - - 20,000 20,000 20,000 60,000 

胆膵先進医療学講座 

（R5.8.1～R7.7.31） 
- - - - 9,000 9,000 18,000 

不整脈精密医療学講座 

（R6.6.1～R8.5.31） 
- - - - - 13,000 13,000 

※出典 医学部総務課資料 

 
資料 12 寄附講座設置に係る経費の受入状況 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

講座件数 6 7 7 5 4 4 

金額(千円) 127,000  122,500  128,500  108,500  72,000  57,000  

※出典 医学部総務課資料 

 
（７）共同研究講座 

 民間機関等から受け入れる研究経費を活用して行う、本学と民間機関等の共同研究により、教

育研究の進展及び充実を図ることを目的とし、令和２年４月より開始した。（資料 13）のとおり、

現在まで１講座を設置しているが、毎年同額の研究経費を受けて入れており、安定した運営が継

続されている。 
 

資料 13 共同研究講座の設置状況 

創薬科学共同研究講座（令和 2 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日） 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

金額(千円) - 42,928 42,928 42,928 42,928 42,928 

※出典 医学部総務課資料 
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（８）治験件数 

 民間製薬会社等からの治験は、（資料 14）のとおりである。前年と比較して件数は同じであるが

金額が増加しており、治験活動の質的向上が見られる。 

 
資料 14 治験件数 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

件数 78 48 45 67 66 66 

金額(千円) 64,742 45,987 60,393 45,633 53,828 63,876 

※出典 経営管理課資料 

 

 

６．研究に対する支援 

（１）研究推進支援事業（研究活動活性化） 

研究推進支援事業（研究活動活性化）として、間接経費が措置される競争的資金等において、

当該年度の９月末日までの期間において、研究者毎に集計した間接経費額が以下の基準を満たす

場合に、部局に配分される間接経費額の一部を研究費として追加配分する支援を実施している（資

料 15）。 

 
       間接経費率 

間接経費基準額 
直接経費の 30％ 直接経費の 30％未満 

300 万円以上～ 50％相当（全体の 25％相当） 20％相当（全体の 10％相当） 

100 万円以上～300 万円未満 50％相当（全体の 25％相当） 10％相当（全体の 5％相当） 

30 万円以上～100 万円未満 50％相当（全体の 25％相当） ×対象外 

30 万円未満 ×対象外 ×対象外 

 

 

資料 15 研究推進支援事業（研究活動活性化） 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

件数 21 73 62 69 77 77 

金額(千円) 8,921 14,584 14,323 13,063 19,634 16,217 

※出典 医学部総務委員会資料 

 
（２）表彰 

医学部長賞（研究部門） 

医学部の発展に資することを目的とし、優れた業績等のあったと認められる個人に対して授

与している。（資料 16） 

 
資料 16 医学部長賞（研究部門） 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

受賞者数 2 2 2 3 1 2 

※出典 教授会資料 
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大学院医学系研究科優秀論文賞 

優れた研究論文を発表した大学院生に、今後の更なる研究の発展を期待し、毎年度、医学系

研究科優秀論文賞を授与している（資料 17）。 

 
資料 17 大学院医学系研究科優秀論文賞 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

優秀論文賞 1 1 1 1 1 該当なし 

優秀論文奨励賞 4 3 1 2 2 1 

                 ※修士課程は令和 5年度で終了したため、博士課程に係る数値のみ掲載 

※出典 医学系研究科委員会資料 

 

医学部若手研究者優秀論文賞 

医学部における研究水準の向上に著しい貢献をした研究論文の中から、若手研究者が発表し

た優秀な論文を選考し、優秀論文賞及び優秀論文奨励賞を授与している（資料 18）。 

 
資料 18 医学部若手研究者優秀論文賞                    

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

優秀論文賞 1 1 1 1 1 1 

優秀論文奨励賞 2 2 3 2 2 2 

※出典 医学系会議資料 

 
（３）セミナー・その他支援等 

研究推進の支援として、（資料 19）のとおり実施している。 

 

資料 19 セミナー・その他支援等 
令和 6 年度実績 

名 称 目 的 回数 
延べ 

参加人数 

屋根瓦式相互査読プログラム 

（科研費申請サポートプログラム） 

科研費の採択率向上と外部資金の更なる獲得を目指

し、各段階にある研究者の相互査読を経て、更に上

級研究者の厳格な査読を受けることにより、より効

果的な申請書の作成技術を学ぶことを目的とする。 

- 42 

申請書作成能力支援セミナー 

（科研費申請サポートプログラム） 

魅力的かつ効率的な文書作成に必要な PC スキルを

学ぶことを目的とする。 
10 166 

申請書外部添削 

（科研費申請サポートプログラム） 

科研費の採択率向上と外部資金の更なる獲得を目指

し、申請書類のブラッシュアップを目的とする。 
- 13 

英文論文作成セミナー 

英語での論文発表や学会発表は研究者として必須で

あり、これに必要な英文論文作成のスキルアップを

目的とする。 

8  56 

医学部プロフェッショナルレクチャー 

医学部内外の連携を促進するために、専門性の高い

セミナーを他学部にも開放し、相互理解と新たな研

究連携の機会の創出を目的とする。 

4 200 

医学部リトリート 

基礎と臨床研究者間の相互対話の機会を設け、共同

研究を促進することにより、本学の研究活動の活性

化を目的とする。 

1 50 
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７．その他の取組 

佐賀大学 SDGsプロジェクト研究所は、（資料 20）のとおり稼働している。社会的課題への対

応として、地域医療や災害対策に関する研究が進められており、今後の成果が期待されている。 

 

資料 20 佐賀大学 SDGsプロジェクト研究所 

プロジェクト名 プロジェクト長 設置期間 

医療教育デジタルトランスフォーメー

ション開発プロジェクト 

地域医療科学教育研究センター 

小田教授 
令和 3 年 10 月～令和 6年 9 月 

災害関連死をゼロにする地域連携プロ

ジェクト 

高度救命救急センター 

阪本教授 
令和 5 年 10 月～令和 8年 9 月 

参考：佐賀大学 SDGs プロジェクト研究所（http://www.saga-u.ac.jp/kokusai/supla_gakugai.html） 

  

http://www.saga-u.ac.jp/kokusai/supla_gakugai.html
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分析項目Ⅱ 研究成果の状況 

研究成果の発信については、国内外の学術誌への論文投稿、学会での口頭発表およびポスター

発表が活発に行われている。著書、原著論文、総説論文の発表件数は前年と比較してわずかに減

少したが、国際学会での発表件数は増加しており、国際的な研究活動のさらなる活性化が見られ

る。 

また、知的財産の創出にも積極的に取り組んでおり、令和６年度には国内特許を６件、外国特

許を５件出願した。特に、アサヒシューズ株式会社と共同開発した靴底技術（特許第 7062234号）

は、令和６年度地方発明表彰において福岡県発明協会会長賞を受賞するなど、社会的評価も得て

いる。 

さらに、ミッション実現戦略分プロジェクトに係る実施状況は以下のとおりである。 

〇オール佐賀で挑むメタボ癌撲滅プロジェクト 

本プロジェクトは、佐賀県内の肝がん・前立腺がん・膵がんの予防・早期発見・治療・再発予

防を目指す地域連携プロジェクトである。 

令和６年度には、公開講座やイベント開催に加え、テレビやＷＥＢで配信するためのＣＭを

制作し、地域住民や若年層への啓発活動を積極的に展開した。 

〇アトピー性皮膚炎の痒みに対するメカニズムの解明と創薬研究 

本プロジェクトは、アトピー性皮膚炎に伴う強い痒みの原因を解明し、それを抑制する新た

な治療薬の開発を目指す研究プロジェクトである。企業との共同研究や特許出願も活発に行わ

れており、研究は着実に進展している。 

令和６年度からは、新たにアレルギー学分野を新設し、既存の分子医科学分野と共にアレル

ギー疾患を対象として、研究を進めている。 

また、令和５年に実施したクラウドファンディングでは、目標額の２倍となる支援を獲得し、

社会からの高い関心がうかがえた。さらに、令和６年 11月 26日に READYFOR株式会社が開催し

た、研究資金用達に関するオンラインセミナーには、出原特任教授が登壇した。出原特任教授

の取り組みは、医学研究における資金調達の新たなモデルとして注目されており、今後の成果

が期待されている。 
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Ⅴ 国際交流及び社会連携・貢献に関する状況と自己評価 

１．教育の国際交流状況 

佐賀大学医学部は、ハワイ大学と輔仁カトリック大学の２校と国際交流協定を締結している。 

 
 ハワイ大学（医学部医学科生） 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

受入学生数 ４ ０ ０ ０ ４ ４ 

派遣学生数 ４ ０ ０ ０ ８ ５ 

 

輔仁カトリック大学（医学部医学科生） 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

受入学生数 ４ ０ ０ ０ ３ ４ 

派遣学生数 ４ ０ ０ ０ １ ４ 

※令和２年度～令和４年度は COVID-19感染拡大のため中止 

 

 

２．社会連携・貢献に関する状況 

（１）教育 

医学部学生の臨床医学教育実習の実施等に関し円滑な実施に資するため、佐賀大学医学部臨

床医学教育実習協力病院等運営協議会を設置し、佐賀県内医療機関との協議を行っている。 

 

 令和６年度佐賀大学医学部臨床医学教育実習協力病院等運営協議会 

  日時：令和６年９月１９日（木）１８：００～１８：５０ 

  場所：グランデはがくれ ３Ｆ「天山」 

 

（２）研究 

【TSUNAGI プロジェクト】 

佐賀県が県内大学と連携して実施する「TSUNAGI プロジェクト」に５件採択された（新規１

件、継続４件）。この事業は、県内の高等教育機関の技術や知見を活用し、地域課題の解決や

産業・学術の発展を通じて、佐賀の未来を創造することを目的としている。前年度と比較し

て１件増加しており、産学官連携を通じた地域社会への研究成果の還元と、地域の課題解決

への貢献が促進されている。 

 

（採択課題） 

・一人ひとりの価値観に寄り添った終末期医療・介護を実現するためのカードゲームを用

いた意思決定支援ツールの開発 
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・女子中学生のアスリート支援プロジェクト研究 

・干物を利用した次世代型バイオ製造システムの開発 

 ・佐賀から始まる末梢神経疾患の診療支援体制構築 

 ・アトピー性皮膚炎における痒みに対する創薬推進プロジェクト 

 

【地域みらい創生プロジェクト】 

本学が独自に展開する「地域みらい創生プロジェクト」に２件採択された（新規２件）。こ

の事業は、県内自治体との協定に基づいた、地域の未来を共に創造することを目的とした研

究・実践活動である。地域のニーズに即したプロジェクト設計となっており、地域医療の質

向上に貢献する取組が進められている。 

 

（採択課題） 

・佐賀から始まる末梢神経疾患の診療支援体制構 

・細胞製人工半月板の非臨床・臨床応用に向けた開発 
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Ⅵ－Ⅰ 組織運営・施設・その他部局の重要な取組に関する状況と自己評価 

１．医学部・医学系研究科の第４期中期目標・中期計画及び進捗状況 

中期目標 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

（１０）公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、適切なリ

スク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用等を通じて、財源の多

元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。併せて、目指す機能強化の方向性を見据

え、その機能を最大限発揮するため、学内の資源配分の最適化を進める。㉓１ 安全管理に

深い理解のある人材の育成を図るとともに、安全管理体制の整備を実現することで、安全

と環境に配慮した大学運営を進める。 

中期計画 

（１０-１）財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指し、多様な研究資源を活用し

た外部資金の獲得や他の教育機関等との連携・協働による財源確保を進め、保有する施設

及び設備の有効活用を行う。 

令和６年度の取り組み状況 

（１０-１） 

医学部独自の取組として、以下の取組を行った。 

・屋根瓦式相互査読プログラム（科研費申請書サポートプログラム） 

研究初学者の申請力向上を目的に、学部横断で申請者と査読者を募り、科研費採択実績に

応じて初心者・中級者・上級者の３段階に分けて査読・校正を行うことで、研究コンセプト

と文書作成スキルの同時強化を図っている。（参加人数：42名） 

・申請書作成能力支援セミナー（科研費申請サポートプログラム） 

魅力的かつ効率的な文書作成に必要な PC スキルを習得するための実践的な学習の機会を

提供した。（開催回数：10回、延べ参加人数：166名） 

・英文論文作成セミナー 

英語論文掲載数の少なさを受け、若手研究者の英語論文作成力向上を目的に、専門家によ

るセミナーを実施している。参加者が論文を分析・議論することで、構成や研究の妥当性を

多角的に学ぶ機会を提供している。（令和６年９月 24日～令和７年１月７日、計８ 回） 

・医学部プロフェッショナルレクチャー 

医学部内外の連携を促進するために、専門性の高いセミナーを他学部にも開放し、相互理

解と新たな研究連携の機会を創出している。（開催回数：４回、延べ参加人数 200名） 
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・医学部リトリートの開催 

教員や学生、臨床や基礎などの立場や分野の垣根を無くし、参加者全員で科学的思考・議

論を行う場を提供した。 

開催日：令和６年８ 月 24 日(土)～25 日(日) 

会場：メルキュール佐賀唐津リゾート（唐津市東唐津 4-9-20） 

参加人数：50名 

 

 

中期目標 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に

係る情報の提供に関する事項 

（１１）外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可

視化するとともに、それを用いたエビデンスベースの法人経営を実現する。併せて、経営

方針や計画、その進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会

発展への貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向

の対話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得する。㉔ 

中期計画 

（１１-２）法人経営に対する理解・支持を獲得するために、法人の経営に関する情報等に留ま

らず、教育研究の成果と社会発展への貢献、国際交流等の情報を、各ステークホルダーに

応じた手段を用いて効果的かつ積極的に発信する。また、各ステークホルダーとの意見交

換の場を設け、それらを通じて聴取した意見による改善事例を公表する。 

令和６年度の取組状況 

（１１－２） 

〇ステークホルダーへの情報発信 

・医学部における情報発信は、従来のホームページによる情報発信に加え、佐賀大学医学部

公式 SNS（Xと Instagram）の開設及び運用開始により、効果的かつ積極的な情報発信を行

った。加えて、情報収集用のチラシを作成し学部内に周知し、情報収集に努めた。 

・附属病院における情報発信は、附属病院ホームページの「病院からのお知らせ」及び「佐

賀大学病院ニュース」において、当院の取組を随時発信した。 

〇意見交換等によるステークホルダーからの意見聴取と改善 

・医学部広報部会のオブザーバーとして医学部学生が参加し、意見を聞く体制を整備した。

11月に医学部ホームページについての意見を聴取したが、特段の意見はなかった。今後も、

必要に応じて意見を聴取していく。 

・医学部の自己点検評価に対する学外者検証として、12月９日に外部評価を実施した。外部

評価者から聴取した意見にかかる改善（可能なもの）は、随時対応を進めている。 
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・令和６年９月 19 日に地域の連携病院の理事長・病院長を召集した「佐賀大学医学部附属病

院連携病院長会議」を行った。その後、出席者アンケートを行い、当会議のあり方や当院

への要望について意見を聴取した。（集計期間：９月 27日～10月 11日、回答数：52（院外

出席者 70名に依頼）出席者アンケートの中で、当院の予約システム（C@RNA Connect）に

ついて、患者氏名を入力すると仮予約ができるようにしてほしいという要望があり、シス

テムの修正を行った。 

 

 

中期目標 

（１２）AI・RPA（Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタル技術の活用や、マイ

ナンバーカードの活用等により、業務全般の継続性の確保と併せて、機能を高度化する

とともに、事務システムの効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運

営体制を整備し、デジタル・キャンパスを推進する。㉕ 

中期計画 

（１２-１）情報の機密性、完全性、可用性が担保されたデジタル・キャンパスを目指し、通信

環境などの情報基盤を整備、強化するとともに情報セキュリティのための組織的対策及

び e-ラーニング教育等を実施する。 

（１２-２）業務全般の継続性が確保されたデジタル・キャンパスの実現を目指し、AI や RPA 

などのデジタル技術を活用して、運営事務の効率化を推進する。 

令和６年度の取り組み状況 

（１２-１） 

本学教職員は毎年度１回以上情報セキュリティ教育に関する教育の受講が義務付けられている。

このため医学部に在籍する教職員に対し、オンライン学習の受講を呼びかけている。 

e ラーニング講習の受講状況を把握し、受講促進に取り組んだ結果、１１月３０日現在の受講

率は 100％を達成した。 

（１２-２） 

８件の業務に対して RPA の導入を検討した。４件の業務についてはプログラムの構築を完了

し、試行運用を行いながら成果の検証を進めており、RPA化による業務削減の効果が期待される。 
２件の業務についてはプログラムの構築を終えており、令和７年４月から運用を開始し、今後

の本格運用に向けて調整を行っている。 
一方、残る２件のうち１件は、RPA 化による業務削減の効果が見込めないとの判断に至り、RPA

化を見送った。もう１件については、人による判断が多く求められる業務であり、RPA による対

応が困難であると判断し、導入を中止した。 
今後も、業務の特性や効果を踏まえながら、適切な業務に対して RPA の導入を進めていく予定

である。 
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〇構築完了・成果検証中の事業 
 ・看護部門に関する看護関連情報のデータ収集・作成業務（医学部附属病院看護部） 
 ・医師の勤怠管理システムにおける超過勤務時間の通知業務（医学部総務課） 
 ・発注データ送付業務（医学部経営管理課） 
・資料作成業務（医学部経営管理課） 

〇構築完了・令和７年度運用開始の事業 
 ・兼業依頼の電子化（医学部総務課） 
 ・財務会計システムの予算入力業務、予算配分業務、予算振替業務から予算配分通知の作成（財

務課及び医学部経営管理課） 

〇導入見送り 
・人件費管理（医学部総務課） 

〇導入中止 
 ・eAPRIN プログラムへの受講対象者登録作業（医学部総務課） 

 

 

２．施設の状況 

1979 年に竣工した臨床講堂は老朽化が進んでいる。より安全安心な教育環境を確保する施設

への再生を目指し、令和５年度に国立大学法人等施設整備事業に申請し、文部科学省の評価とし

て最も高い S 評価の結果を得たが、最終的には予算措置は見送られた。 
令和６年度においても、国立大学法人等施設整備事業に申請し、文部科学省の評価として最も

高い S 評価の結果を受け予算措置が決定した。令和７年度から臨床講堂の改修工事を開始し、よ

り安全安心な教育環境の提供を目指す。 

 

 

３．その他部局の重要な取組 

自律持続型高度学術研究・臨床教育拠点の構築 ─屋根瓦式研究教育の早期導入による循環

型人材育成― の実施 

 

令和６年８月に文部科学省高度医療人材養成拠点形成事業（高度な臨床・研究能力を有する

医師養成促進支援）のタイプＢ 特色臨床研究基盤人材養成拠点に採択された。 
  本事業の目的は、「医師の働き方改革を推進するとともに、医学生や医学系大学院生に対して、

大学病院における効果的な臨床実習や研究活動への参加機会を確保する。また、教育研究支援

者の活用によって研究体制を強化し、臨床研究を促進することで、臨床教育・研究に関する高

度な知識・技能を備えた優れた医師を育成し、日本の医学・医療の発展および研究力の向上に

貢献する。」とされている。 
医学域において、①先端的医学研究を基盤としながら、本学部独自の②Student Researcher

（SR）システムおよび③Student as Teachers（SAT）教育システムを有機的に融合させた。本
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システムにより、学部学生から大学院生に至るまで一貫した研究教育体制を構築するとともに、

医療の場において学生が指導者としても活動する機会を設けることで、学修の深化を図った。 
これにより、科学者としての視点と教育指導者としての視点を兼ね備えた医学生、看護学生、

医師、さらにはその他の医療従事者の養成を可能とする、佐賀大学独自の包括的教育システム

が確立された。この学術研究と臨床教育の循環型人材育成を通じて、自立的かつ持続的な地域

拠点の構築を目指している。 
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Ⅵ－Ⅱ 明らかになった課題等（本学職員以外の者による意見を含む）に対する改善の状況又は改善のための方策 

改善すべき点等一覧 

 改善・向上が必要と確認された事項 
対応計画・改善状況 

計画の 

進捗状況 年 内容 

教

育 

R4 使命及び基本理念に記載されている「地域医療の向
上」、「地域包括医療の向上」について、学生が目標
達成するための臨床実習カリキュラムを作成すべ
きである。 

【令和５年７月】 

令和５年度入学生より、臨床実習開始時期を４年次１月に前倒しし、十

分な臨床実習開始期間を確保するとともに、地域医療教育の期間・内容の

拡充を重点的に盛り込むものとした。 

令和５年度入学生が臨床実習を開始する令和８年度までに、臨床実習にお

ける教育・評価の方略を定めるべく、カリキュラム委員会、PhaseⅣ検討部

会で検討を重ねる。また、臨床実習全体を通した教育・評価の目標や方略

の共有を図る。 

 

【令和６年７月】 

PhaseⅢ・Ⅳ合同検討部会において、令和５年度入学生が３年次となる令

和７年度に向け、新カリキュラム（日程、ユニット構成、教育方略等）を

今年度中に策定する予定。また、その新カリキュラムを策定次第、臨床実

習カリキュラムを、令和５年度入学生が４年次となる令和８年度までに策

定する。 

 

【令和７年７月】 

令和９年度から開始予定の臨床実習新カリキュラムでは、地域医療実習

の期間を合計８週間に拡充することを決定した。拡充するに伴い、協力施

設数を増加する必要があり、新たに１３施設に協力いただけることにな

り、地域医療実習協力施設は合計３０施設となる。また、協力施設と協議

し、地域医療実習における到達目標の設定を行った。 

□ 検討中 

☑ 対応中 

□ 対応済 

□ その他 

（    ） 

R4 入学定員充足率（R2～R5 年度平均）が認証評価基準
を下回っている。（項目 5-3-1） 
【実績：平均 54％（R2:20％、R3:76％、R4:56％、
R5：64％）】 

【令和５年７月】 

定員数の見直しについて検討する。 

 

【令和６年７月】 

定員を充足させる取り組みとして、次の 4 つを実施している。①佐賀大学

で医学部学生のうちから、基礎研究に興味のある学生を各研究室で受け入

□ 検討中 

☑ 対応中 

□ 対応済 

□ その他 

（    ） 
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れる取り組み、②医学系研究科博士課程と医学部医学科の教育連携を図

るため、入学前に授業科目を受講する科目等履修生の取り組み、③佐賀県

医療センター好生館や佐賀中部病院など、臨床実習協力病院を訪問し、社

会人入学者数を増加させる取り組みを行っている。併せて医学部教授会に

おいても、キャリア形成の一環として、④各診療科でも学位取得を促すよう

働きかけを行っている。 

 

【令和７年７月】 

 前年度の取り組みを継続し、入学者数が増加している。令和７年１０月

入学者数によっては、100％の定員充足率を見込んでいる。 

 

R6 高校卒業生の絶対数が確実に減少していくなかで
現在入学している学生のレベルの低下がないかを
評価するシステムが必要と考える。 

【令和７年７月】 

 医学科の推薦入試においては、合格判定基準を設けているため、一定レ
ベルは保たれている。看護科の入試には基準はないが、看護師国家試験に
おいて例年 100％の合格者数であり、レベルの低下は認められない。 
 

□ 検討中 

□ 対応中 

□ 対応済 

☑ その他 

（必要なし） 

研

究 

R6   □ 検討中 

□ 対応中 

□ 対応済 

□ その他 

（    ） 

国

際

交

流 

・ 

社

会

貢

献 

R6   □ 検討中 

□ 対応中 

□ 対応済 

□ その他 

（    ） 
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組

織

運

営 

R1 医学科の専任教員数が設置基準を下回っている。教
育の時間数・内容（業務量）の経時的な増加に対応
出来ていないのではないかと考えられ，教育の質の
低下，教員の研究業績の低下や QOL の低下が懸念さ
れる。人件費予算が厳しいことは承知しているが，
何らかの対応が必要ではないか。 

【令和２年 12 月】 
専任教員の配置（欠員の補充）については，法人本部に要望を行ってい

るところであるが，人件費，他学部とのバランス等を理由に受け入れられ
ていない状況である。令和２年５月１日現在では，助手を除く医学部の教
員数（承継内）は 136 人となっており，設置基準を下回る状態が続いてい
る。法人本部に医学部における現状を認識していただく必要がある。 
 
【令和３年 12 月末】 

状況は変化していない。法人本部に医学部における現状を認識していた
だく必要がある。現在、学長裁量ポストを優先的に医学部へ調整してもら
うなどの成果がでている。 
 

【令和４年 10 月】 
令和４年 10 月１日に「大学設置基準等の一部を改正する省令」が施行さ

れた。現状を把握する必要がある。 
 
【令和５年７月】 

設置基準のため、附属病院から医学科へ 13 名配置換して満たしている
状況は変わらない。今後も法人本部に医学部における現状を認識していた
だく必要がある。 
 

【令和６年７月】 
令和４年度の大学設置基準等の一部改正に伴い、基幹教員の整理作業を

進めているため、基準は満たす見込である。 
 

【令和７年７月】 

 令和４年度の大学設置基準等の一部改正に従い、令和７年度から全学的

に基幹教員制度を導入した。令和７年５月１日現在で、設置基準で示され

ている基幹教員数を満たしていることを確認した。 

 

□ 検討中 

□ 対応中 

☑ 対応済 

□ その他 

（    ） 
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組

織

運

営 

 

R2 教員の年齢，性別構成について，ダイバーシティ推
進委員会を設置して是正の努力はなされている．し
かし，女性教員の割合は前年度と変わらず 27％で
ある． 女性の助教の割合が 32％，准教授 28％，
講師が 20％と講師の割合が低いことは，講師の年
代の女性教員に対してより支援が必要であること
を示しているのではないかと思う。 

【令和３年 12 月】 
令和２年４月から，「女性教員任用における公募の実施に関する申合せ」

が制定され，「本公募では，「男女共同参画社会基本法」の主旨に則り，業
績評価等の審査結果 について同等と認められた場合には，女性を優先的
に採用します。」の文言を追加し，公募を行っている。令和３年度において
は，社会医学講座（環境医学分野）准教授の教員選考で，女性限定公募を
行った。引き続き，改善に努めていく。 
 
【令和４年 10 月】 
引き続き、改善に努めているが、女性教員の割合は、大きく変化してい

ない。 
 
【令和５年７月】 

引き続き、改善に努めているが、女性教員の割合は増えていない。 
 
【令和６年７月】 

クロスアポイントメント制度を利用した女性研究者受入に係る支援が
開始され、令和６年度はこの支援制度を利用して３名の女性教員を受け入
れている。今後も積極的な受入に取り組んでいく。 
 

【令和７年７月】 

 クロスアポイントメント制度を利用した女性研究者受入支援制度によ
り、昨年度から引き続き３名の女性教員を受け入れている。今後も積極的
な受入に取り組んでいく。 

□ 検討中 

☑ 対応中 

□ 対応済 

□ その他 

（    ） 

R6 医学部および医学部附属病院のウェブサイトがリ
ニューアルされてはいるが、一部、古い情報やアク
セスできないページがあり、全体的な整備が必要で
はないか。 

【令和７年７月】 

 令和７年４月にメディカル広報室を設置し、医学部及び医学部附属病院
のウェブサイトの管理を一元化した。今後、全体的な整備を進めていく。 

□ 検討中 

☑ 対応中 

□ 対応済 

□ その他 

（    ） 

施

設 

R6 自己点検・評価書に医学部施設の老朽化に関する記
載が必要ではないか？  

【令和７年７月】 

 自己点検・評価書の様式を見直し、令和６年度から施設に関する事項の

記載を追加した。 

□ 検討中 

□ 対応中 

☑ 対応済 

□ その他 

（    ） 

 


